様式第６（第６条関係）
事業届出事項変更届出書

令和　　年　　月　　日

　関東経済産業局長　殿


住　所　　
氏　名（名称及び代表者の氏名）
電話番号及び電子メールアドレス

電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。

１　変更の内容


２　変更の年月日


３　変更の理由











記載例（製造事業者の場合）：
様式第６（第６条関係）
事業届出事項変更届出書
令和７年９月８日
 (
届出日とする
（変更日以降、遅滞なく届出）
)関東経済産業局長　殿
 (
製造工場又は
事業場
の所在地を管轄する経済産業局長
　
宛
（複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は、経済産業大臣
　
宛）
) (
登記上の記載とする
)
　　　　　　　　　　　　　　　住　所　埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　経 (けい)済 (ざい)産 (さん)業 (ぎょう)電 (でん)気 (き)工 (こう)業 (ぎょう)株式会社
 (
社印及び社長印は不要
)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　経済　太郎
 (
電話番号と電子メールアドレスは、担当部署、担当者のものを記載
)TEL: 03-XXXX-XXXX
[bookmark: _Hlk209000696]E-mail: youhin-jiroh@keiden-kabusiki.co.jp
連絡先：品質保証部　用品　次郎

  電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。

 (
変更の内容は、変更
する項目のみ記載
)１　変更の内容
(1)事業者の本社住所の変更
（旧）住所：東京都千代田区大手町１丁目３番３号
（新）住所：埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１
(2)製造する電気用品「直流電源装置」の型式の区分の追加
別紙のとおり
(3)当該電気用品｢直流電源装置｣を製造する工場又は事業場の名称及び所在地の追加
名称及び所在地：
（名　称）経済産業電気工業株式会社　さいたま工場
（所在地）埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１
（名　称）経済産業電気工業株式会社　霞が関工場
（所在地）東京都千代田区霞が関１丁目３番１号
 (
変更
の
年月日は
、
変更事実のあった日を記載
例えば本社住所変更は
登記
上の変更
日を記載
)
２　変更の年月日
　　(1)及び(3)令和６年９月１日　　(2)令和６年９月８日

３　変更の理由
(1)本社の移転
(2)製造する電気用品の追加
(3)製造工場の追加

記載例（輸入事業者の場合）：
様式第６（第６条関係）
事業届出事項変更届出書
令和７年９月８日
 (
届出日とする
（変更日以降、遅滞なく届出）
)関東経済産業局長　殿
 (
輸入
の
事業に係る事務所、
事業場、店舗又は
倉庫等の所在地を管轄する経済産業局長
　
宛
（複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は、経済産業大臣
　
宛）
) (
登記上の記載とする
)
　　　　　　　　　　　　　　　住　所　埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　経 (けい)済 (ざい)産 (さん)業 (ぎょう)電 (でん)気 (き)工 (こう)業 (ぎょう)株式会社
 (
社印及び社長印は不要
)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　経済　太郎
 (
電話番号と電子メールアドレスは、担当部署、担当者のものを記載
)TEL: 03-XXXX-XXXX
E-mail: youhin-jiroh@keiden-kabusiki.co.jp
連絡先：品質保証部　用品　次郎

  電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。

 (
変更の内容は、変更
する項目のみ記載
)１　変更の内容
(1)事業者の本社住所の変更
（旧）住所：東京都千代田区大手町１丁目３番３号
（新）住所：埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１
(2)輸入する電気用品「直流電源装置」の型式の区分の追加
別紙のとおり
 (
事業者と工場の情報が同じ場合はまとめたうえで、括弧書きで補足することも可
)(3)当該電気用品｢直流電源装置｣を製造する海外製造事業者並びに海外製造工場の追加
名称及び所在地：
（事業者名）ABC Corp
（所在地）No. X, A RD., Los Angeles, CA, USA
（工場名）ABC Corp. XYZ Factory
（所在地）No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA
 (
変更
の年月日は
、
変更事実のあった日を記載
例えば本社住所変更は登記上の変更日を記載
)
２　変更の年月日
　　(1)及び(3)令和６年９月1日　　(2)令和６年９月8日

３　変更の理由
(1)本社の移転
(2)輸入する電気用品の追加
(3)製造工場の追加

記載例（特定輸入事業者の場合）：
様式第６（第６条関係）
事業届出事項変更届出書
令和７年９月８日
 (
届出日とする
（変更日以降、遅滞なく届出）
)関東経済産業局長　殿
 (
輸入
の
事業に係る
国内管理人の
事務所、
事業場、店舗又は
倉庫等の所在地を管轄する経済産業局長
　
宛
（複数の経済産業局の管轄区域にまたがる場合は、経済産業大臣
　
宛）
)
　　　　　　　　　　　　　住　所　999, ABC Road, EFG Area, Shanghai, Chine
 (
社印及び社長印は不要
)　　　　　　　　　　　　　氏　名　ELECTRONIC DEVICE COMMERCE Co., Ltd
　　　　　　　　　　　　　　　　　President　Elec Den
TEL: +86-21-XXXXXXXX
 (
電話番号と電子メールアドレスは、担当部署、担当者のものを記載
)E-mail: jachy_chen@ec-co.com
Contact Person：Jachy Chen
（Quality Assurance Devision）
  電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。

１　変更の内容
(1) 特定輸入事業者にあつては、国内管理人の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名の変更
 (
変更の内容は、変更
する項目のみ記載
)（旧）名称：株式会社製安商事
　　　住所：東京都港区虎ノ門◇丁目▽番☆号
　　　代表者氏名：代表取締役社長　製品　三郎
（新）名称：ＤＰＦ株式会社
　　　住所：東京都港区六本木○丁目△番□号
　　　代表者氏名：代表取締役　電商　四郎
(2)輸入する電気用品「直流電源装置」の型式の区分の追加
別紙のとおり
 (
事業者と工場の情報が同じ場合はまとめたうえで、括弧書きで補足することも可
)(3)当該電気用品｢直流電源装置｣を製造する海外製造事業者並びに海外製造工場の追加
名称及び所在地：
（事業者名）ABC Corp
（所在地）No. X, A RD., Los Angeles, CA, USA
（工場名）ABC Corp. XYZ Factory
（所在地）No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA

 (
変更
の年月日は
、
変更事実のあった日を記載
)２　変更の年月日
　　(1)及び(3)令和６年９月1日　　(2)令和６年９月8日

３　変更の理由
(1)国内管理人の変更
(2)輸入する電気用品の追加
(3)製造工場の追加

※ 本様式の届出書に、次の書類を添付してください
① 国内管理人の住民票の写し（国内管理人が法人である場合、登記事項証明書）
② 権限証明書（様式第１の２）
③ 国内管理人業務に関する委託契約書やその他これに準ずる書類又はその写し（日本語又は　英語で記載したものに限る）
④ 誓約書（様式第１の３）


型式の区分
 (
型式の区分表は電気用品名ごとに異なります
) (
届出済の区分と同じ内容の場合は届出不要
) (
社内管理番号等でも可
(区分名)
) (
（別紙）
)電気用品の区分：　交流用電気機械器具
電気用品名：　直流電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(区分1) (区分2:追加)
	要素
	区分
	○印
	○印

	定格入力電圧
	（１）　１２５Ｖ以下のもの
	○
	○

	
	（２）　１２５Ｖを超えるもの
	
	

	入力側の定格容量
	（１）　１０ＶＡ以下のもの
	○
	

	
	（２）　１０ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（３）　２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（４）　３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの
	
	○

	
	（５）　４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（６）　５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（７）　６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（８）　７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（９）　８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（１０）　９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（１１）　１００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（１２）　２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（１３）　３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
	
	

	
	（１４）　４００ＶＡを超えるもの
	
	

	定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。）
	（１）　５０Ｈｚのもの
	○
	○

	
	（２）　６０Ｈｚのもの
	
	○

	交流用端子
	（１）　あるもの
	
	

	
	（２）　ないもの
	○
	○

	直流定格電圧
	（１）　１５Ｖ以下のもの
	○
	

	
	（２）　１５Ｖを超え３０Ｖ以下のもの
	
	○

	
	（３）　３０Ｖを超え６０Ｖ以下のもの
	
	

	
	（４）　６０Ｖを超えるもの
	
	

	変圧器
	（１）　あるもの
	○
	○

	
	（２）　ないもの
	
	

	変圧器の巻線の絶縁の種類
	（１）　Ａ種のもの
	
	

	
	（２）　Ｅ種のもの
	○
	

	
	（３）　Ｂ種のもの
	
	○

	
	（４）　Ｆ種のもの
	
	

	
	（５）　Ｈ種のもの
	
	

	
	（６）　その他のもの
	
	

	直流電圧の調整装置
	（１）　あるもの
	
	

	
	（２）　ないもの
	○
	○

	回路の保護機構
	（１）　あるもの
	○
	○

	
	（２）　ないもの
	
	

	器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。）
	（１）　あるもの
	
	○

	
	（２）　ないもの
	○
	

	器体スイッチの操作の方式
	（１）　タンブラー式のもの
	
	

	
	（２）　押しボタン式のもの
	
	○

	
	（３）　ロータリー式のもの
	
	

	
	（４）　その他のもの
	
	

	器体スイッチの接点の材料
	（１）　銀のもの又は銀合金のもの
	
	

	
	（２）　銅のもの又は銅合金のもの
	
	○

	
	（３）　その他のもの
	
	

	外郭の材料
	（１）　金属のもの
	
	

	
	（２）　合成樹脂のもの
	○
	○

	
	（３）　その他のもの
	
	

	用途
	（１）　電池充電用のもの
	○
	

	
	（２）　おもちや用のもの
	
	

	
	（３）　自動車スタータ用のもの
	
	

	
	（４）　その他のもの
	
	○

	電源電線と器体との接続の方式
	（１）　直付けのもの
	
	

	
	（２）　接続器利用のもの
	○
	○

	二重絶縁
	（１）　施してあるもの
	
	

	
	（２）　施してないもの
	○
	○



※型式の区分の提示は、適合性証明書のコピーを添付する
ことで、本別紙に代えることができます。

また、型式の区分表は、以下のページからも入手できます。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seihin_anzen/index_denanho.html#yoshiki

- 3 -【記載例】
